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東御市地域防災計画の見直しについて

１ 令和６年度東御市地域防災計画の修正概要について

本年度の東御市地域防災計画の見直しは、以下の項目について修正を行います。

（１） 長野県地域防災計画の修正に伴う修正

（２） 市職員、委員等から提出された追加修正

※災害対策基本法では、「地域防災計画は、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを

修正しなければならない」と規定されており、必要に応じ見直しを行います。

２ 令和６年度の市地域防災計画の主な修正項目

（１）長野県地域防災計画の修正に伴う修正

① 多様な主体と連携した被災者支援

○ 災害中間支援組織の育成・強化

長野県災害支援ネットワークとの協力及びその機能強化、行政・社会福祉協議会・ＮＰＯ等の

三者連携等について記載

○ 災害ボランティアセンター設置予定場所の明確化

災害ボランティアセンターを運営する者との役割分担、地域防災計画への記載や協定の締結に

よるセンター設置予定場所の明確化について記載

〇 災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕組みの整備

被災者に対するきめ細かな支援の仕組みの整備、被災者支援のための人材育成制度の整備等に

ついて記載

② 市民への情報伝達

〇 長周期地震動階級に係る情報の解説・伝達

市民に伝達する地震情報に長周期地震動階級を追記

〇 障がい者の情報取得・意思疎通に係る施策の推進

障がい者への情報伝達体制の整備、多様な手段による緊急通報の仕組みの整備について記載

③ その他～最近の施策の進展等・関連する法令の改正を踏まえた修正～

・被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成等へのデジタル技術の活用

・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策

・緊急通行車両標章等交付の制度変更

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更

（２）市職員、委員等から提出された追加修正

別紙のとおり

資料１
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新 旧 修正理由・備考

第１章 第５節 東御市の概況

第 1 自然的条件

４ 気象

東御市の気候は、気温は平均摂氏 10 度（午前 9時）で内陸性気候の特色である昼夜

の気温の高低、夏冬の気温の較差が大きく、降水量は寡雨乾燥性であり、年平均降水量

が 800ｍｍ～1,000ｍｍで県下では最寡雨地帯である。しかし、降雨は特に梅雨期と台風

期に多く水害が発生している反面干ばつが多いのも特徴であり冬季の降雨等は少ない。

第１章 第５節 東御市の概況

第 1 自然的条件

４ 気象

東御市の気候は、気温は平均摂氏 11 度（午前 9時）で内陸性気候の特色である昼夜

の気温の高低、夏冬の気温の較差が大きく、降水量は寡雨乾燥性であり、年平均降水量

が 800ｍｍ～1,000ｍｍで県下では最寡雨地帯である。しかし、降雨は特に梅雨期と台風

期に多く水害が発生している反面干ばつが多いのも特徴であり冬季の降雨等は少ない。

長野地方気象台様からの

ご意見により修正

（防災計画全編通して同

様に修正）

別
紙



市地域防災計画 令和６年度修正新旧対照表 震災対策編

7

第２章 第３節 活動体制計画

第３ 計画の内容

３ 防災中枢機能等の確保

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（総務課、地域づくり支援課、福祉課）

（ア） 庁舎の点検を実施、崩落の危険箇所を把握し補強等を実施する。

（イ） 市役所が被災した時は、北御牧庁舎もしくは総合福祉センターを応急対策拠点

として活用するため、防災関係機能の強化を検討する。

（ウ） 長期間の停電時や、通信途絶の状況を想定した設備の整備を検討する。

イ 関係機関が実施する計画

防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保等に努め

るものとする。

第７節 要配慮者支援計画

第２ 主な取り組み

１ 要配慮者支援計画を策定し、支援体制計画の構築に努める。

２ 在宅要配慮者の状況把握に努めるとともに、緊急通報装置等の整備、支援協力体制

の確立、防災教育・防災訓練の充実強化を図る。

３ 要配慮者利用施設の防災設備、組織体制、緊急連絡体制等の整備を行うとともに支

援協力体制の確立、防災教育・防災訓練の充実強化を図る。

４ 外国籍市民や外国人旅行者等の観光客が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれ

るよう、指定緊急避難場所、指定避難所や避難経路標識等の簡明化、多言語化など防

災環境づくりに努める。

５ 土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難誘導等の体

制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通報体制の強化を図る。

第23節 土砂災害等の災害予防計画

第２ 主な取り組み

１ 土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、防災上の観点からそれら箇所の土地に法律

に基づき指定を行い、住民に対し周知徹底を図るとともに、開発行為の制限や有害行

為の防止、防災工事の推進に加え、適切な警戒避難体制の整備を行う。

２ 県が行う土砂災害警戒区域等の指定について協力し、警戒避難体制を整備する。（資

料 57 参照）

３ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等について防

第２章 第３節 活動体制計画

第３ 計画の内容

３ 防災中枢機能等の確保

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（総務課、生涯学習課、福祉課）

（ア） 庁舎の点検を実施、崩落の危険箇所を把握し補強等を実施する。

（イ） 市役所が被災した時は、北御牧庁舎もしくは総合福祉センターを応急対策拠点

として活用するため、防災関係機能の強化を検討する。

（ウ） 長期間の停電時や、通信途絶の状況を想定した設備の整備を検討する。

イ 関係機関が実施する計画

防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保等に努め

るものとする。

第７節 要配慮者支援計画

第２ 主な取り組み

１ 要配慮者支援計画を策定し、支援体制計画の構築に努める。

２ 在宅要配慮者の状況把握に努めるとともに、緊急通報装置等の整備、支援協力体制

の確立、防災教育・防災訓練の充実強化を図る。

３ 要配慮者利用施設の防災設備、組織体制、緊急連絡体制等の整備を行うとともに支

援協力体制の確立、防災教育・防災訓練の充実強化を図る。

４ 外国籍市民や外国人旅行者等の観光客が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれ

るよう、指定緊急避難場所、指定避難所や避難経路標識等の簡明化、多言語化など防

災環境づくりに努める。

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設に

おける避難誘導等の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通報体

制の強化を図る。

第23節 土砂災害等の災害予防計画

第２ 主な取り組み

１ 土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、防災上の観点からそれら箇所の土地に法律

に基づき指定を行い、住民に対し周知徹底を図るとともに、開発行為の制限や有害行

為の防止、防災工事の推進に加え、適切な警戒避難体制の整備を行う。

２ 県が行う土砂災害警戒区域等の指定について協力し、警戒避難体制を整備する。（資

料 54参照）

３ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等について防

名称の修正

（防災計画全編通して同

様に修正）

長野地方気象台様からの

ご意見により修正

（防災計画全編通して同

様に修正）

上田建設事務所様からの

ご意見により修正

（資料 57についても差
替え）
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災対策を推進する。

第３ 計画の内容

５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（総務課）

（ア）市は、防災マップ等の作成・配布や防災訓練等の機会を通じて住民に対して

土砂災害警戒区域等の周知を図っていく。

（イ）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、利用者の円滑かつ迅速

な避難を確保するため、土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する

事項を定める。

６ 土砂災害警戒区域の対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（総務課・建設課）

（ア）市は、住民へ土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達体制を整備する。ま

た、土砂災害警戒区域等における円滑な警戒避難体制の整備に努める。

（イ）土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。

ａ 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進

ｂ 勧告による移転者又は移転を希望する者への建物除却費等、建築助成費によ

る支援及び相談窓口の確保

（略）

災対策を推進する。

第３ 計画の内容

５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（建設課）

（ア）市は、防災マップ等の作成・配布や防災訓練等の機会を通じて住民に対して

土砂災害警戒区域等の周知を図っていく。

（イ）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、利用者の円滑かつ迅速

な避難を確保するため、土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する

事項を定める。

６ 土砂災害警戒区域の対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（建設課）

（ア）市は、住民へ土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達体制を整備する。ま

た、土砂災害警戒区域等における円滑な警戒避難体制の整備に努める。

（イ）土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。

ａ 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進

ｂ 勧告による移転者又は移転を希望する者への建物除却費等、建築助成費によ

る支援及び相談窓口の確保

（略）

担当課の修正

担当課の修正
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第３章 第２節 非常参集職員の活動 第３章 第２節 非常参集職員の活動

組織編成の修正



市地域防災計画 令和６年度修正新旧対照表 震災対策編

10

(2) 東御市災害対策本部構成及び事務分掌 (2) 東御市災害対策本部構成及び事務分掌

組織構成及び事務分掌の

修正

（防災計画全編通して同

様に修正）

●企画振興部

企画振興部長

●情報通信班

企画振興課長 企画政策係長

移住・定住シティ

プロモーション係

長

同左係員

１ 災害情報の入手、各部の被害状況の

取りまとめ及び県、関係機関への報

告に関すること。

２ メール配信、防災ラジオ等通信機器

の総括に関すること。

３ 市民への災害広報に関すること。

４ 被害者情報に関すること。

５ 公益事業（電話・鉄道・ガス・電気

等）の災害情報の収集に関すること。

６ 道路及び交通の災害情報の収集に関

すること。

●文化・スポ

ーツ振興班

文化・スポー

ツ振興課長

文化係長

スポーツ係長

同左係員

●地域づくり

支援班

地域づくり支

援課長

地域コミュニティ

推進係長

青少年係長

同左係員

１ 中央公民館、地区公民館（北御牧庁

舎、青年研修センター含む）の被害対策

に関すること。

２ 公民館等の被害調査に関すること。

●健康福祉部

健康福祉部長

（削除）

（教育部、生涯

学習班の欄へ）

●子ども家庭

支援班

子ども家庭支

援課長

子ども政策係長

子ども家庭支援係

長

同左係員

１ 福祉班の事務分掌に関すること。

●福祉班

福祉課長 福祉推進係長

福祉援護係長

高齢者係長

地域包括支援係長

同左係員

１ 社会福祉協議会、民間協力団体等と

の連絡調整に関すること。

２ 義援物資の受領及び保管に関するこ

と。

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与

又は貸与に関すること。

４ 災害救援ボランティアに関するこ

と。

５ 災害義援金、見舞金に関すること。

６ 要支援者の誘導、収容に関すること。

７ 福祉施設の被害調査及び応急対策に

関すこと。

●企画振興部

企画振興部長

●情報通信班

企画振興課長 企画政策係長

移住・定住シティ

プロモーション係

長

同左係員

１ 災害情報の入手、各部の被害状況の

取りまとめ及び県、関係機関への報

告に関すること。

２ メール配信、防災ラジオ等通信機器

の総括に関すること。

３ 市民への災害広報に関すること。

４ 被害者情報に関すること。

５ 公益事業（電話・鉄道・ガス・電気

等）の災害情報の収集に関すること。

６ 道路及び交通の災害情報の収集に関

すること。

（新設）

●地域づくり

支援班

地域づくり支

援室長

地域づくり支援係

長

同左係員

●文化・スポ

ーツ振興班

文化・スポー

ツ振興課長

文化係長

スポーツ係長

同左係員

●健康福祉部

健康福祉部長

●保育班

保育課長 保育係長

各保育園長

同左係員

１ 応急保育に関すること。

２ 炊き出し等による食品の給与に関す

ること。

●子ども家庭

支援班

子ども家庭支

援課長

子ども政策係長

子ども家庭支援係

長

同左係員

１ 保育班の事務分掌に関すること。

●福祉班

福祉課長 福祉推進係長

福祉援護係長

高齢者係長

地域包括支援係長

同左係員

１ 社会福祉協議会、民間協力団体等と

の連絡調整に関すること。

２ 義援物資の受領及び保管に関するこ

と。

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与

又は貸与に関すること。

４ 災害救援ボランティアに関するこ

と。

５ 災害義援金、見舞金に関すること。

６ 要支援者の誘導、収容に関すること。

７ 福祉施設の被害調査及び応急対策に

関すこと。
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●保健班

健康推進課長 保健地域医療係長

健康増進係長

（削除）

同左係員

１ 保健衛生全般に関すること。

２ 負傷者の収容及び救護等に関するこ

と。

３ 防疫及び感染に関すること。

４ 食品衛生に関すること。

●教育部

教育部長

●教育班

教育課長 学校教育係長

学校施設・青少

年教育係長

学校人権同和教

育係長

同左係員

１ 応急の教育に関すること。

２ 被災児童生徒に対する教材、学用品

等の交付に関すること。

３ 学校内の被害対策に関すること。

４ 文化財の被害調査及び応急対策に関

すること。

●保育班

保育課長 保育係長

各保育園長

同左係員 １ 応急保育に関すること。

２ 炊き出し等による食品の給与に関す

ること。

● 議会事務局

部・監査委員事務

局部

議会事務局長・

監査委員事務局長

●議会班・監査

委員班

議会事務局次

長・監査委員事務

局次長

庶務係長 同左係員

１ 議員への情報伝達に関すること。

２ 監査委員への情報伝達に関するこ

と。

●市民病院部

市民病院事務長

●医療班

副院長

温泉診療所長

診療部長

医療事務部長

看護部長

医長

庶務係長

医事係長

各科長

看護師長

助産所長

同左係員

１ 負傷者の医療に関すること。

２ 医薬品に関すること。

●保健班

健康保健課長 保健係長

健康増進係長

地域医療推進係長

同左係員

１ 保健衛生全般に関すること。

２ 負傷者の収容及び救護等に関するこ

と。

３ 防疫及び感染に関すること。

４ 食品衛生に関すること。

●教育部

教育部長

●教育班

教育課長 学校教育係長

学校施設・青少

年教育係長

学校人権同和教

育係長

同左係員

１ 応急の教育に関すること。

２ 被災児童生徒に対する教材、学用品

等の交付に関すること。

３ 学校内の被害対策に関すること。

４ 文化財の被害調査及び応急対策に関

すること。

●生涯学習班

生涯学習課長 社会教育・公民

館係長

文化財係長

図書館係長

同左係員

１ り災者の誘導及び収容に関するこ

と。

● 議会事務局

部・監査委員事務

局部

議会事務局長・

監査委員事務局長

●議会班・監査

委員班

議会事務局次

長・監査委員事務

局次長

庶務係長 同左係員

１ 議員への情報伝達に関すること。

２ 監査委員への情報伝達に関するこ

と。

●市民病院部

市民病院事務長

●医療班

副院長

温泉診療所長

事務次長

技術部長

看護部長

庶務係長

医事係長

健康管理科係

長

診療部長･医長

薬局長

技師長

副技師長

副科長

看護師長

副看護師長

助産所長・師長

同左係員

１ 負傷者の医療に関すること。

２ 医薬品に関すること。
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(3) 体制別の職員配備一覧表

第15節 生活必需品の調達供給活動

第２ 主な活動

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向上に

努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行うとと

もに食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化を

図り、災害発生時においては、本部長の命を受けて健康福祉部長が実施責任者となり、

衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を速やかに行う。また、感染症発生時には、

疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置を行う。

(3) 体制別の職員配備一覧表

第15節 生活必需品の調達供給活動

第２ 主な活動

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向上に

努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行うとと

もに食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化を

図り、災害発生時においては、本部長の命を受けて民生福祉部長が実施責任者となり、

衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を速やかに行う。また、感染症発生時には、

疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置を行う。

組織体成の修正

名称の修正

（防災計画全編通して同

様に修正）

体制

配備職員
事前体制 一次体制 二次体制 三次体制

四次体制

「緊急体制」

または

「全員体制」

部長等 － ◎総務部長 ◎ ◎ ◎

課長等

－

・総務課長

・企画振興課長

・農林課長

・建設課長

◎

（部長等の指

示により行

動）

◎ ◎

係長等

総務課、企画振

興課、（削除）

文化・スポーツ

振興課、農林

課、建設課の職

員のうちから所

属長が指名する

職員

総務課、企画振

興課、（削除）

文化・スポーツ

振興課、農林

課、建設課の職

員のうちから所

属長が指名する

職員

所属長が指名

する職員

◎ ◎

係 員

所属長が指名

する職員 ◎

副助産所長・師

長

体制

配備職員
事前体制 一次体制 二次体制 三次体制

四次体制

「緊急体制」

または

「全員体制」

部長等 － ◎総務部長 ◎ ◎ ◎

課長等

－

・総務課長

・企画振興課長

・農林課長

・建設課長

◎

（部長等の指

示により行

動）

◎ ◎

係長等

総務課、企画振

興課、地域づく

り支援室、文

化・スポーツ振

興課、農林課、

建設課の職員の

うちから所属長

が指名する職員

総務課、企画振

興課、地域づく

り支援室、文

化・スポーツ振

興課、農林課、

建設課の職員の

うちから所属長

が指名する職員

所属長が指名

する職員

◎ ◎

係 員

所属長が指名

する職員 ◎
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第28節 土砂災害等応急活動

東御市警報発表基準

第28節 土砂災害等応急活動

東御市警報発表基準

長野地方気象台様からの

ご意見により修正

大雨警報(浸水害) 表面雨量指数基準 ８

大雨警報(土砂災害) 土壌雨量指数基準 １０７

洪水警報

流域雨量指数基準

金原川流域=4.8、成沢川流域＝5.2、求女川流域=4.6、

所沢川流域=3.7、鹿曲川流域=22.2、小相沢流域=5.2、

大石沢川流域=4.9、西沢川流域=3.3

複合基準 ※１ 所沢川流域=(5,3.3)

指定河川洪水予報に

よる基準

信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］

大雨注意報(浸水害) 表面雨量指数基準 ８

大雨注意報(土砂災害) 土壌雨量指数基準 ９４

流域雨量指数基準

金原川流域=4.8、成沢川流域＝4.8、求女川流域=4.7、

所沢川流域=3.4、鹿曲川流域=17.9、小相沢流域=4.4、

大石沢川流域=4.6、西沢川流域=2.5

複合基準 ※１ 所沢川流域=(5．2.4)、西沢川流域=(7．2.2)

指定河川洪水予報に

よる基準

信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］
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新 旧 修正理由・備考

第２章 第８節 要配慮者支援計画

第３ 計画の内容

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（福祉課）

（ア）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設対策

市は、地域防災計画において土砂災害警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事

項及び情報の伝達方法を定めるとともに、要配慮者利用施設、自主防災組織等と

連携をとって、災害の発生を想定した連絡・通報・避難誘導等に係わる訓練を実

施する。

また、市は要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画作成の

支援、同計画の確認を行う。

（イ）浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策

市は、浸水想定区域の指定があったときは、地域防災計画において、少なくと

も浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難場所その他洪水時

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定める。

また、市は要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画作成の

支援、同計画の確認を行う。

第24節 土砂災害等の災害予防計画

第３ 計画の内容

５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所等対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（総務課）

（ア）市は、防災マップ等の配布や避難訓練等の機会を通じて住民に対して土砂災

害警戒区域等の周知を図っていく。

（イ）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、利用者の円滑かつ迅速

な避難を確保するため、その名称・所在地及び、土砂災害に関する情報、予報

及び警報の伝達に関する事項を定める。

６ 土砂災害警戒区域の対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（総務課・建設課）

（ア）市は、住民へ土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達体制を整備する。ま

第２章 第８節 要配慮者支援計画

第３ 計画の内容

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（福祉課・建設課）

（ア）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設対策

市は、地域防災計画において土砂災害警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事

項及び情報の伝達方法を定めるとともに、要配慮者利用施設、自主防災組織等と

連携をとって、災害の発生を想定した連絡・通報・避難誘導等に係わる訓練を実

施する。

また、市は要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画作成の

支援、同計画の確認を行う。

（イ）浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策

市は、浸水想定区域の指定があったときは、地域防災計画において、少なくと

も浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難場所その他洪水時

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定める。

また、市は要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画作成の

支援、同計画の確認を行う。

第24節 土砂災害等の災害予防計画

第３ 計画の内容

５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所等対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（建設課）

（ア）市は、防災マップ等の配布や避難訓練等の機会を通じて住民に対して土砂災

害警戒区域等の周知を図っていく。

（イ）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、利用者の円滑かつ迅速

な避難を確保するため、その名称・所在地及び、土砂災害に関する情報、予報

及び警報の伝達に関する事項を定める。

６ 土砂災害警戒区域の対策

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（建設課）

（ア）市は、住民へ土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達体制を整備する。ま

担当課の修正

担当課の修正
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た、土砂災害警戒区域等における円滑な警戒避難体制の整備に努める。

（イ）土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。

ａ 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進

ｂ 勧告による移転者又は移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費によ

る支援及び相談窓口の確保

（ウ）土砂災害警戒区域については、以下の措置をとる｡

ａ 土砂災害警戒区域ごとに以下の事項について定める。

（a） 土砂災害に関する情報及び気象警報等の伝達方法

(b) 避難施設その他の避難場所及び避難所その他の避難経路

(c) 土砂災害に係る避難訓練に関する事項

(d) 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要す

る者が利用する施設の名称及び所在地

(e) 要配慮者利用施設及び学校への土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝

達に関する事項

(f) 救助に関する事項

(g) その他警戒避難に関する事項

ｂ 土砂災害警戒区域ごとに警戒避難に関するうえで必要な事項を記載した防災

マップ等

を作成し、住民等に周知する。

（エ）やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用施設の新築等を行う場合は、

施設設置者に対して構築等について助言を行う。

た、土砂災害警戒区域等における円滑な警戒避難体制の整備に努める。

（イ）土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。

ａ 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進

ｂ 勧告による移転者又は移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費によ

る支援及び相談窓口の確保

（ウ）土砂災害警戒区域については、以下の措置をとる｡

ａ 土砂災害警戒区域ごとに以下の事項について定める。

（a） 土砂災害に関する情報及び気象警報等の伝達方法

(b) 避難施設その他の避難場所及び避難所その他の避難経路

(c) 土砂災害に係る避難訓練に関する事項

(d) 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要す

る者が利用する施設の名称及び所在地

(e) 要配慮者利用施設及び学校への土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝

達に関する事項

(f) 救助に関する事項

(g) その他警戒避難に関する事項

ｂ 土砂災害警戒区域ごとに警戒避難に関するうえで必要な事項を記載した防災

マップ等

を作成し、住民等に周知する。

（エ）やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用施設の新築等を行う場合は、

施設設置者に対して構築等について助言を行う。
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第３章 第１節 災害直前活動 第３章 第１節 災害直前活動
長野地方気象台様からの

ご意見により修正
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別表５ 警報及び注意報の区域 別表５ 警報及び注意報の区域

長野地方気象台様からの

ご意見により修正

一次細分区域
市町村等をまと

めた地域
二次細分区域

北 部

長野地域
長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、小川村、

飯綱町

中野飯山地域 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

大北地域 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

中 部

上田地域 上田市、東御市、青木村、長和町

佐久地域
小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久

穂町、軽井沢町、御代田町、立科町

松本地域 松本、塩尻、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地

諏訪地域 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

南 部

上伊那地域
伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田

村

木曽地域 楢川、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町

下伊那地域
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、

売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

一次細分区域
市町村等をまと

めた地域
二次細分区域

北 部

長野地域
長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、小川村、

飯綱町

中野飯山地域 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

大北地域 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

中 部

上田地域 上田市、東御市、青木村、長和町

佐久地域
小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久

穂町、軽井沢町、御代田町、立科町

松本地域 松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地

諏訪地域 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

南 部

上伊那地域
伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田

村

木曽地域 楢川村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町

下伊那地域
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、

売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村
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第２節 災害情報の収集・連絡活動

別記 災害情報収集連絡系統

第２節 災害情報の収集・連絡活動

別記 災害情報収集連絡系統

長野地方気象台様からの

ご意見により修正
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新 旧 修正理由・備考

第１章 第１節 雪害に強い市づくり

第３ 計画の内容

１３ 雪害に関する知識の普及・啓発

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（総務課・建設課）

降積雪時の適切な活動や除雪作業の危険性と対応策等について、住民に対して周

知を図るとともに、防災マップ等により、雪崩危険箇所等の周知を図る。（削除）

第１章 第１節 雪害に強い市づくり

第３ 計画の内容

１３ 雪害に関する知識の普及・啓発

(2) 実施計画

ア 市の実施計画（建設課）

降積雪時の適切な活動や除雪作業の危険性と対応策等について、住民に対して周

知を図るとともに、防災マップ等により、雪崩危険箇所等の周知を図る。特に、豪

雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の促進や除排雪の安

全を確保するための装備の普及、克雪に係る技術の普及等を図るものとする。

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を地域で連携して支援する体

制を整える。

担当課の修正

建設課からの修正
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新 旧 修正理由・備考

資料 １７

市内医療機関の状況

資料 １７

市内医療機関の状況

医療機関情報の修正

医療機関名・TEL 診 療 科 目 所在地・管理者

東御市民病院 62-0050

内科・外科・整形外科・小児科・眼科・リハビリテー

ション科・泌尿器科（人工透析）・アレルギー科・産婦

人科

鞍掛

岩橋 輝明

みまき温泉診療所

61-6002
内科・外科・整形外科・リハビリテーション科

布下

齋藤 文護

荻原眼科医院

64-3834
眼科

県

西 葉子

酒井医院

64-3170
内科・小児科・皮膚科

田中

酒井 康弘

ささき医院

64-3711

脳神経外科・内科・神経内科・小児科・外科・肛門科・

耳鼻咽喉科

本海野

佐々木 裕三

信濃病院

64-3366
内科・精神科・神経科

滋野

井上 文明

春原整形外科ｸﾘﾆｯｸ

64-6200
整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

常田

春原 久幸

せき内科ｸﾘﾆｯｸ

64-7171

内科・小児科・消化器科・循環器科・リハビリテーシ

ョン科

本海野

関 健

東御記念ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ

62-1231

内科・外科・小児科・整形外科・心療内科・消化器科・

整形外科・皮膚科・肛門科・リハビリテーション科

県

太田 心平

祢津診療所

62-0273

内科・小児科・神経科・皮膚科・循環器科・歯科・神

経内科・精神科・心療内科・リハビリテーション科

祢津

太田 篤子

長谷川耳鼻咽喉科医院

62-2006
耳鼻咽喉科・アレルギー科

県

長谷川 達哉

ほしやま内科

62-3115
内科・小児科・胃腸科・リハビリテーション科

常田

星山 直基

（削除）

医療機関名・TEL 診 療 科 目 所在地・管理者

東御市民病院 62-0050

内科・外科・整形外科・小児科・眼科・リハビリテー

ション科・泌尿器科（人工透析）・乳腺外科・アレルギ

ー科・麻酔科・産婦人科

鞍掛

結城 敬

みまき温泉診療所

61-6002
内科・外科・整形外科・リハビリテーション科

布下

奥泉 宏康

荻原眼科医院

64-3834
眼科

県

西 葉子

酒井医院

64-3170
内科・小児科・皮膚科

田中

酒井 康弘

ささき医院

64-3711
脳神経外科・内科・神経内科・小児科・外科・肛門科

本海野

佐々木 亮三

信濃病院

64-3366
内科・精神科・神経科

滋野

井上 文明

春原整形外科ｸﾘﾆｯｸ

64-6200
整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

常田

春原 久幸

せき内科ｸﾘﾆｯｸ

64-7171

内科・小児科・消化器科・循環器科・リハビリテーシ

ョン科

本海野

関 健

東御記念ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ

62-1231

内科・外科・小児科・整形外科・心療内科・消化器科・

整形外科・皮膚科・肛門科・リハビリテーション科

県

太田 心平

祢津診療所

62-0273

内科・小児科・神経科・皮膚科・循環器科・歯科・神

経内科・精神科・心療内科・リハビリテーション科

祢津

太田 篤子

長谷川耳鼻咽喉科医院

62-2006
耳鼻咽喉科・アレルギー科

県

長谷川 浩通

ほしやま内科

62-3115
内科・小児科・胃腸科・リハビリテーション科

常田

星山 直基

柳沢医院

62-0192
内科・小児科

滋野

柳沢 泰彦
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資料 ５７ 資料 ５７

資料の差替え


